
サービス付き高齢者向け住宅の業務における注意事項
（登録完了前における名称使用）

項目 概要 根拠法令

　何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、 法第14条

登録サービス付き高齢者向け住宅

又は

これに類似する名称

を用いてはならない。

新法第14条は、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登
録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない
こととしている。
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施行通知

例えば、

①「登録」と類似する語により、入居を希望する高齢者に一定の基準を満た
すと誤認されるおそれがある名称
（例：適合サービス付き高齢者向け住宅、認定サービス付き高齢者向け住
宅、認可サービス付き高齢者向け住宅）

②「登録」の語を冠し、入居を希望する高齢者に「登録サービス付き高齢者
向け住宅」と誤認されるおそれがある名称
（例：登録サービス付き高齢者住宅、登録サービス付き住宅）

については、「類似する名称」に該当するおそれがあるので留意されたい。

（根拠法令）

施行通知
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について
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　事業を行う上での注意事項の概要です。詳細は関係法令にてご確認願います。

名称の
使用制限

法
高齢者の居住の安定確保に関する法律
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